第１５－４票　外部委託検査　定期及び臨時検査票（揮発性有機化合物）

     令和　　年度   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校名　　　　　　　　　　　   　　　　　  
検査日　令和　　年　　月　　　日 (    )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  職名学校薬剤師　氏名　　　　　　　　 
 


※検査日はサンプリング実施日である。

外部委託検査結果
　に対する指導助言

（定期）
（臨時）



	

	学校長

	
	学校薬剤師
	
	保健主事

	
	養護教諭

	　　　　　




１．検査項目
　　　　揮発性有機化合物
２．指導助言
	

	

	

	


	基準値：　（ア）ホルムアルデヒド100μg/m3以下であること
（イ）トルエン：260μg/ｍ３以下であること
　　　　　（ウ）キシレン：870μg/ｍ３以下であること
　　　　　（エ）パラジクロロベンゼン：240μg/ｍ３以下であること
　　　　　（オ）エチルベンゼン：370μg/ｍ３以下であること
　　　　　（カ）スチレン：220μg/ｍ３以下であること
　　　　　　　（ウ）〜（カ）については必要と認められる場合に検査を行う
※定期検査の省略基準：数値が基準値の1/2以下かつ以降教室等の環境に変化が認められない場合
※必要と認める場合：使用が疑われる場合

	ホルムアルデヒドは常温ではガス体であるが、水によく溶け35～37％の水溶液はホルマリンである。室内空気汚染の主な原因として推定されるのは、合板や内装材等の接着剤としてよく使われているユリア系、メラミン系、フェノール系の接着剤から製造過程の未反応体のホルムアルデヒドの放散や、でんぷん系接着剤の防腐剤として添加されたホルムアルデヒドの放散である。建材だけでなく家具類（木製家具、壁紙、カーペット等）も同様である。トルエンは、接着剤や塗料の溶剤及び希釈剤としてキシレン、エチルベンゼン等と混合して用いられる。室内空気汚染の主な原因として推定されるのは、内装材等の接着剤、塗料等からの放散である。建材だけでなく家具類（木製家具、壁紙、カーペット等）も同様である。
スチレンはポリスチレン樹脂、ABS樹脂等合成樹脂塗料等に含まれる高分子化合物の原料として用いられている。これらの樹脂を使用しているものに製造過程の未反応体が残留している場合揮散する可能性がある。
パラジクロロベンゼンは衣類の防虫剤やトイレの芳香剤等に使用されている。

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


３．基準値及び検査項目の解説
（令和8年4月1日作成）

